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菊川市見守りネット最新情報



　困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆菊川警察署 ☎３６-０１１０　◆地域包括支援ｾﾝﾀｰ ☎３７-１１２０








絶対に耳を貸さない！手を出さない！


　社債や未公開株のあやしいもうけ話





　　Ａ社から「我が社では購入できないのでＢ社の“転換社債型


　新株予約権付社債”を替わりに購入してほしい。購入後３倍の


　値段で買い取る」と電話勧誘があった。


　　翌日、勧められるままに申込書をFAXし、３口分120万円を指定口座に振り込んだ。


　担当者から再度電話があり、「あと５口分200万円を振り込んでくれ。そうしないと


　買い取りできない」とのこと。質問に対して担当者はしどろもどろにしか答えない。


　　不審に思い、知人に相談したところあやしいと言われた。大丈夫でしょうか？


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70歳代女性からの相談）








　　　　　●このような社債・未公開株トラブルが全国的に多発しています。過去に社債


　　　　　や未公開株などを購入した高齢者が再度狙われているようです（二次被害）。


　　　　　注意してください。


　　　　　●「高値で買い取る」など消費者の購入意欲をあおるケースが多いが、買い取


　　　　　りが実行されたという事実は確認されていません。


　　　　　●金融商品取引法では、「他社が発行する社債や未公開株の勧誘・売買は、金融


　　　　　商品取引業の登録を受けた者でなければ行うことができない」とされています。


　　　　　　※金融商品取引業の登録業者は金融庁ホームページで確認できます。


　　　　　　　アドレス　http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
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高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい消費者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








